
2020 年 4 月 24 日 

 
全営業店の臨時休業（窓口営業時間の変更）に関する公告 

 

  

山形市旅篭町三丁目 2番 3号 

株式会社 きらやか銀行   

取締役頭取 粟野 学    

 

株式会社きらやか銀行は、政府による「緊急事態宣言」の発令を踏まえ、下記の通り臨時休業

（窓口営業時間の変更）をいたしますので、定款 5 条及び銀行法第 16 条第 1 項に基づき公告  

いたします。 

  

記 

 

 １．休業店舗 

   全営業店 

   ※一部店舗の窓口休業時間についても引き続き継続いたします。 

 

２．休業内容 

（１）休業時間変更日（開始日） 

    2020 年 4 月 27 日(月) 

（２）窓口休業時間（窓口営業時間の変更） 

   平日 11 時 30 分 ～ 12 時 30 分（変更後の営業時間は別紙をご参照ください。） 

 

 ３．休業する業務 

  ＡＴＭ業務を除く全業務（本店営業部の貸金庫業務を除く） 
 

４．その他 

  通常営業再開時は改めてご案内いたします。 

 

 

以 上 



（別紙 変更後の営業時間） 

 

① 天童南支店・仙台泉支店を除く営業店 

 変更前 

（昼時間休業の既導入店舗を除く） 

変更後 

（天童南支店・仙台泉支店を除く） 

窓口 

営業時間 

平日 

9：00 ～ 15：00 

平日 

9：00～11：30 

12：30～15：00 

(11：30～12：30 窓口休業) 

 

② 天童南支店 

 変更前 変更後 

窓口 

営業時間 

平日および土日祝日 

10：00 ～ 17：00 

平
日 

10：00～11：30 

12：30～17：00 

(11：30～12：30 窓口休業) 

土
日
祝
日 

10：00 ～ 17：00 

※窓口休業は行わない 

 

③ 仙台泉支店 

 変更前 変更後 

窓口 

営業時間 

平日および土日 

10：00 ～ 17：00 

平
日 

10：00 ～ 11：30 

12：30 ～ 17：00 

(11：30～12：30 窓口休業) 

土
日 

10：00 ～ 17：00 

※窓口休業は行わない 

 

（参考）山形ローンステーション 

 変更前 変更後 

窓口 

営業時間 

平日および土日 

10：00 ～ 18：00 

変更なし 

※ 営業時間は左記の通り 

 


